
 

 

 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  

 

どんな事件ですか？ 

○ 本件は，Ｙ1社で経理事務に３年間従事し
ていたＡが，営業事務に配置転換となった
２か月後に自殺したため，Ａの両親Ｘら
が，Ｙ1社及び先輩従業員Ｙ2ら２名に対し
て損害賠償を求めた事件です。 

 
○ Ｘらは，Ａが，①Ｙ2 らから長期間にわ
たりいじめ・パワーハラスメントを受け，
②Ｙ1 社は，その状態を放置した上，前任
者からの十分な引継ぎがないままＡを過重
な業務に配置転換させて，③その結果，Ａ
はうつ状態となり，自殺に至ったと主張し
ました。 

この判例で注目すべきところは何ですか？ 

○ 使用者の不法行為上の注意義務について，長時間労働や業務による疲労や心理的負荷だけ

でなく，他の労働者との関係で受けるストレスにも及ぶとした点に特徴があります。 
 
○ さらに，仕事の負担が急に増えたり職場でサポートが得られないという事由から，労働者が

うつ病になり，自殺に至る場合もあり得ることを認識できた場合には自殺を予見することが可

能であるとして，時代状況の変化を踏まえ，使用者の予見可能性を広く捉えました。 

何が問題となったのですか？ 

○ Ａは，配置転換の前から単純なミスが多
く，Ｙ2らはＡに対し厳しい口調で叱責を
繰り返していましたが，Ｙ1社は制止・改
善をせず，業務内容の変更も行いませんで
した。 

 
○ 上記によるＹ1社及びＹ2らの不法行為該
当性と，Ａの自殺との相当因果関係の有無
が問題となりました。 

 
○ 地裁はＹ1 社及びＹ2 らの不法行為による
Ａの損害を精神的苦痛に限って認め，自殺
との間の相当因果関係までは認めなかった
ためＸらが控訴しました。 

 

裁判所はどう判断したのですか？ 

１ Ｙ2らの叱責行為の不法行為該当性について，次のように判断されました（①）。 
○ Ｙ2らの叱責行為は，Ａに対し，一方的に威圧感や恐怖心を与えるものであったといえるか
ら，社会通念上許容される業務上の指導の範囲を超えて，精神的苦痛を与えるものであると
認められ，不法行為に該当する。  

２ Ｙ1社の不法行為及び債務不履行該当性について，次のように判断されました（②）。 
○ 使用者は，雇用する労働者の業務を定めてそれを管理する際，業務の遂行に伴う疲労や心
理的負荷等が過度に蓄積して，労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務
（雇用契約上の安全配慮義務及び不法行為上の注意義務）を負うと解するのが相当である。  

○ Ｙ1社が，１のＹ2らの叱責行為について制止・改善を求めず，また，配置転換後のＡの業
務の負担や遂行状況を把握し，場合によっては，業務内容の見直しを検討し，必要な対応を
とるべき義務を怠ったことは，Ｙ1社の義務違反に該当し，これらはＹ1社の不法行為（民法
709条）及び債務不履行（安全配慮義務違反）に該当する。  

３  Ｙ1社及びＹ2らの不法行為とＡの自殺との間の相当因果関係の有無について，次のように判断されました
（③）。 
○ Ｙ1社が，Ｙ2らの叱責行為の制止・改善，Ａの業務内容の見直しを行わなかったことによ
り，Ａが受けた心理的負荷の程度は，全体として大きなものであったと認めるのが相当であ
る。したがって，Ｙ1社の不法行為によるＡの心理的負荷は，社会通念上，客観的に見てうつ
病を発症させる程度に過重なものであったと評価することができ，Ｙ1社の不法行為とＡの自
殺との間には，相当因果関係があると認められる。  

  Ｙ1社は，叱責行為の制止・改善や業務内容の見直しをすべき義務を怠ったことを認識でき
たのであるから，自殺を予見することが可能であり，Ａ及びＸらが被った損害を賠償する義務
がある。  

○ Ｙ2らの不法行為責任については，それのみでうつ病を発症させる程度に過重なものであっ
たと評価することはできず，Ａの自殺との間に相当因果関係があると認めることもできない
し，Ａの自殺について予見可能性があったということもできない。  

４ 本事件の結論 
○ Ｙ1社の不法行為とＡの自殺との間の相当因果関係を認め，損害額を大幅に引き上げまし
た。（Ｙ2らについては相当因果関係を認めず，損害額の引き下げ，又は地裁と同額としまし
た。） 

なお，この判決は最高裁で確定しています（上告不受理 Ｈ30.11.13 最三小決定）。 

【事件名】加野青果ほか事件（名古屋高裁平成 29.11.30 判決） 

～配置転換後にうつ病を発症し自殺した従業員が，先輩従業員からパワハラを受けていたこと
を知りながら，会社が制止・改善を行わなかったこと等について，自殺との相当因果関係が認められた事
例～ 


